
















































豚熱（CSF）対策

（１）山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし

等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生のいのししの死体発

見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。

（２）野生いのしし等の感染が確認された場合の県が実施する防疫措置に基づき、消

毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。

アフリカ豚熱（ASF）対策

（１）山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし

等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生のいのししの死体発見

時には管轄の自治体に速やかに通報すること。

（２）野生いのしし等の感染が確認された場合の県が実施する防疫措置に基づき、消

毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。

（３）周辺地域において感染が確認された場合、県の行う立ち入り制限等の防疫措置

等を踏まえ、契約約款 20 条に基づき事業を一時中止または解除する可能性があ

る。


































































